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4 2023（令和5年）

国　税／�3月分源泉所得税の納付� 4月10日
国　税／�2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 5月1日
国　税／�8月決算法人の中間申告� 5月1日
国　税／�5月、8月、11月決算法人の消費税の中間

申告（年3回の場合）� 5月1日
地方税／�給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

� 4月17日
地方税／�固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）
地方税／�土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

� 4月1日〜4月20日
�または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／�軽自動車税の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）

労　務／�労働者死傷病報告（休業4日未満：1月〜3月分）
� 5月1日

　所有者不明土地の発生予防のため、相続又
は遺贈により土地の所有権を取得した相続人
が、一定要件を満たすことで土地を手放して
国庫に帰属できる制度。4月27日から施行され、
制度の利用に当たっては、審査手数料や土地
の性質に応じて算出した10年分の土地管理費
相当額の負担金の納付が必要です。

ワンポイント 相続土地国庫帰属制度

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL

29日・昭和の日

さくら
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4 月号─2

　

契
約
な
ど
に
よ
っ
て
債
務
を
負
っ

て
い
る
人
が
、
そ
の
債
務
を
履
行
し

な
い
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
方
に
損
害

を
与
え
た
場
合
、
そ
の
相
手
方
は
民

法
４
１
５
条
に
基
づ
き
損
害
の
賠
償

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

た
、
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
っ
て
、

他
人
の
権
利
や
法
律
上
保
護
さ
れ
る

利
益
を
侵
害
し
た
人
は
、
民
法

７
０
９
条
に
基
づ
き
、
そ
の
損
害
を

賠
償
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、

損
害
賠
償
金
を
支
払
う
こ
と
で
解
決

を
図
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
損

害
賠
償
金
を
支
払
っ
た
場
合
や
受
け

取
っ
た
場
合
に
は
、
様
々
な
税
務
の

取
り
扱
い
が
あ
り
ま
す
。

１　

支
払
っ
た
損
害
賠
償
金

⑴
　
法
人
の
場
合

　

法
人
が
損
害
賠
償
金
を
支
払
っ
た

場
合
、
そ
の
損
害
賠
償
金
の
対
象
と

な
っ
た
行
為
な
ど
が
、
①
法
人
の
業

務
の
遂
行
に
関
連

す
る
も
の
か
関
連

し
な
い
も
の
か
と
、

②
そ
の
行
為
が
故

意
ま
た
は
重
過
失

に
基
づ
く
も
の
か

基
づ
か
な
い
も
の

か
、
の
２
つ
の
判

断
基
準
に
よ
っ

て
、
取
り
扱
い
が

異
な
り
ま
す
（
表

１
参
照
）。

　

法
人
の
業
務
の

遂
行
に
関
連
す
る

も
の
で
、
か
つ
、

故
意
ま
た
は
重
大

な
過
失
に
基
づ
か

な
い
行
為
に
よ
る

損
害
賠
償
金
を
支

払
っ
た
場
合
は
、

支
出
し
た
損
害
賠

償
金
相
当
額
は
給
与
以
外
の
損
金
の

額
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

　

一
方
、
法
人
の
業
務
の
遂
行
に
関

連
し
な
い
行
為
や
、
故
意
ま
た
は
重

大
な
過
失
に
基
づ
く
行
為
に
よ
る
損

害
賠
償
金
を
支
払
っ
た
場
合
は
、
そ

の
損
害
賠
償
金
相
当
額
は
行
為
を
行

な
っ
た
役
員
や
使
用
人
に
対
す
る
債

権
に
な
り
ま
す
。
な
お
こ
の
債
権
に

つ
い
て
、
役
員
や
使
用
人
の
支
払
能

力
な
ど
か
ら
み
て
求
償
で
き
な
い
た

め
に
貸
倒
れ
を
し
た
場
合
は
、
そ
の

経
理
処
理
は
認
め
ら
れ
ま
す
が
、
回

収
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
部

分
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
そ
の
役
員

や
使
用
人
に
対
す
る
給
与
と
さ
れ
ま

す
。

⑵
　
個
人
事
業
主
の
場
合

　

個
人
事
業
主
が
損
害
賠
償
金
を
支

払
っ
た
場
合
、
事
業
主
が
加
害
者
の

場
合
と
使
用
人
が
加
害
者
の
場
合

で
、
取
り
扱
い
が
大
き
く
異
な
り
ま

す（
表
２
参
照
）。

　

事
業
主
が
加
害
者
の
場
合
、
事
故

が
業
務
に
関
連
の
な
い
も
の
は
必
要

経
費
に
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
事
故

が
業
務
に
関
連
し
て
い
て
も
、
事
故

原
因
に
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
が

あ
る
場
合
も
、
必
要
経
費
に
な
り
ま

せ
ん
。
例
え
ば
、
酒
気
帯
び
運
転
や

表１　支払った損害賠償金の取り扱い（法人）
故意または重過失でない 故意または重過失

業務の
関連性

あり 給与以外の損金算入 役員等に対する債権
なし 役員等に対する債権

表２　支払った損害賠償金の取り扱い（個人事業主）

加害者　事業主 故意または重過失でない 故意または重過失

業務の
関連性

あり 必要経費算入 必要経費不算入
なし 必要経費不算入

加害者　使用人 事業主の
故意または重過失でない

事業主の
故意または重過失

業務の
関連性

あり
必要経費算入 必要経費不算入

なし
立場上やむを得ず負担

それ以外 必要経費不算入

損害賠償金の

取り扱いについて



3─4月号

事
情
に
よ
り
実
際

に
支
払
わ
れ
な
い

こ
と
も
あ
り
ま
す

の
で
、
損
害
賠
償

金
に
つ
い
て
は
、

実
際
に
支
払
い
を

受
け
た
日
の
属
す

る
事
業
年
度
の
益

金
の
額
に
算
入
す

る
こ
と
も
認
め
ら

れ
て
い
ま
す
（
図

１
参
照
）。

　

な
お
、
実
際
に

支
払
い
を
受
け
た

日
の
属
す
る
事
業

年
度
の
益
金
の
額

に
算
入
し
た
場
合

で
も
、
被
害
を

被
っ
た
法
人
は
、

被
っ
た
損
害
に
係

る
損
失
の
金
額
に

つ
い
て
は
、
保
険

金
な
ど
に
よ
っ
て

補
て
ん
さ
れ
る
部

分
の
金
額
を
除

き
、
損
害
が
発
生
し
た
日
の
属
す
る

事
業
年
度
の
損
金
の
額
に
算
入
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑵
　
個
人
事
業
主
の
場
合

　

個
人
が
、
心
身
に
加
え
ら
れ
た
損

信
号
無
視
な
ど
に
よ
る
事
故
は
、
特

別
な
事
情
が
な
い
限
り
、
重
大
な
過

失
が
あ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。

　

使
用
人
が
加
害
者
の
場
合
、
そ
の

使
用
人
の
行
為
に
関
し
て
事
業
主
に

故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
が
あ
る
場

合
は
、
た
と
え
使
用
人
に
故
意
ま
た

は
重
大
な
過
失
が
な
く
て
も
、
事
業

主
の
必
要
経
費
に
な
り
ま
せ
ん
。
逆

に
、
事
業
主
に
故
意
ま
た
は
重
大
な

過
失
が
な
い
場
合
は
、
使
用
人
に
故

意
ま
た
は
重
大
な
過
失
が
あ
る
か
ど

う
か
を
問
わ
ず
、
業
務
に
関
連
す
る

も
の
は
必
要
経
費
に
な
り
ま
す
。
ま

た
業
務
に
関
連
し
な
い
も
の
で
も
、

家
族
従
業
員
以
外
の
使
用
人
で
雇
用

主
の
立
場
上
や
む
を
得
ず
負
担
し
た

も
の
に
つ
い
て
も
、
事
業
主
の
必
要

経
費
に
な
り
ま
す
。

２　

受
け
取
っ
た
損
害
賠
償
金

⑴
　
法
人
の
場
合

　

法
人
が
他
の
者
か
ら
損
害
賠
償
金

の
支
払
い
を
受
け
る
場
合
、
そ
の
損

害
賠
償
金
相
当
額
を
益
金
の
額
に
算

入
し
ま
す
。
益
金
の
額
に
算
入
す
る

時
期
は
、
支
払
い
を
受
け
る
こ
と
が

確
定
し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
で

す
。
た
だ
、
金
額
が
確
定
し
て
も
相

手
方
に
支
払
い
能
力
が
な
い
な
ど
の

る
と
し
て
も
、
仕
入
税
額
控
除
を
適

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ

な
ら
、
こ
の
損
害
賠
償
金
は
対
価
と

し
て
支
払
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か

ら
で
す
。

　

し
か
し
、
例
え
ば
損
害
を
受
け
た

製
品
な
ど
の
棚
卸
資
産
が
加
害
者
に

引
き
渡
さ
れ
、
そ
の
資
産
が
そ
の
ま

ま
使
用
で
き
る
よ
う
な
場
合
や
、
特

許
権
や
商
標
権
な
ど
の
権
利
の
侵
害

を
受
け
た
た
め
に
受
け
取
る
損
害
賠

償
金
で
権
利
の
使
用
料
に
相
当
す
る

場
合
、
事
務
所
の
明
け
渡
し
が
期
限

よ
り
遅
れ
た
た
め
に
受
け
取
る
損
害

賠
償
金
で
賃
貸
料
に
相
当
す
る
場
合

な
ど
、
対
価
性
が
認
め
ら
れ
る
損
害

賠
償
金
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
の
課

税
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

害
に
つ
い
て
支
払
い
を
受
け
る
損
害

賠
償
金
な
ど
は
、
原
則
と
し
て
非
課

税
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
治
療
費
と

し
て
受
け
取
っ
た
金
額
は
、
医
療
費

を
補
て
ん
す
る
も
の
な
の
で
、
医
療

費
控
除
を
受
け
る
場
合
は
、
支
払
っ

た
医
療
費
の
金
額
か
ら
差
し
引
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

個
人
事
業
主
が
事
業
所
得
の
必
要

経
費
を
補
て
ん
す
る
た
め
に
受
け
取

る
損
害
賠
償
金
に
つ
い
て
は
、
既
に

必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
た
費
用
や
将

来
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
費
用
を

補
て
ん
す
る
も
の
な
の
で
、
事
業
所

得
の
総
収
入
金
額
に
算
入
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

３　

消
費
税
の
取
り
扱
い

　

消
費
税
の
課
税
の
対
象
と
な
る
も

の
は
、
①
国
内
取
引
、
②
事
業
者
が

事
業
と
し
て
行
う
取
引
、
③
対
価
性

が
あ
る
も
の
、
④
資
産
の
譲
渡
・
貸

付
・
役
務
の
提
供
、
の
４
要
件
を
満

た
す
も
の
に
限
ら
れ
ま
す
。

　

心
身
ま
た
は
資
産
に
つ
い
て
加
え

ら
れ
た
損
害
の
発
生
に
伴
っ
て
受
け

る
損
害
賠
償
金
は
、
消
費
税
の
課
税

の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
損
害

賠
償
金
の
支
払
い
者
も
、
た
と
え
損

害
賠
償
金
に
消
費
税
が
含
ま
れ
て
い

図１　損害賠償金の益金算入時期

損害発生 損害賠償金の支払額確定 損害賠償金の受領

益金算入（原則） 益金算入　可



4 月号─4

　輸入する貨物については、その貨物を保
税地域から引き取る時に消費税が課税さ
れ、その納税義務者はその貨物を保税地域
から引き取る者（輸入申告者）です。
　輸入取引の場合の納税義務者は、国内取
引の場合のように事業者に限定されず、ま
た、免税点などの規定も設けられていませ
ん。
　したがって、事業者だけでなく給与所得
者や家庭の主婦なども、外国貨物を輸入す
れば消費税の納税義務者となります。
　なお、課税の対象となる輸入とは、一般
的な貿易により輸入される貨物のほか、海
外旅行からの帰国の際におみやげなどとし
て持ち帰ったものも含まれます。ただし、
海外旅行から帰国したときに課税される輸
入関税がいわゆる携帯品免税として免除さ
れるものについては、消費税も免除になり
ます。

輸入する貨物の納税義務者

　

弊
社
で
は
、
新
人
研
修
の

一
環
と
し
て
外
部
講
師
を
招

い
て
マ
ナ
ー
講
習
を
設
け
て
お
り
、

外
部
講
師
に
は
社
内
で
一
律
５
０
０

円
程
度
の
弁
当
を
給
食
し
て
い
ま

す
。
こ
の
給
食
費
用
に
つ
い
て
、
税

務
上
の
取
扱
い
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

外
部
講
師
に
対
し
て
、
社

内
で
一
律
に
少
額
の
弁
当
を

給
食
す
る
際
の
給
食
費
用
に
つ
い
て

は
、
交
際
費
等
の
限
度
計
算
を
要
し

ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
そ
の
給
食
費
用

は
、
接
待
費
と
い
う
よ
り
は
、
む
し

ろ
講
師
委
嘱
に
関
連
し
て
通
常
要
す

る
費
用
と
認
め
ら
れ
る
た
め
で
す
。

　

ま
た
、交
際
費
等
で
な
い
場
合
に
、

そ
の
給
食
費
用
に
つ
い
て
、
講
師
謝

金
の
一
部
と
し
て
源
泉
徴
収
す
る
必

要
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
給
食
費
用

は
少
額
で
、
か
つ
、
臨
時
的
な
経
済

的
利
益
の
供
与
で
す
か
ら
、
強
い
て

源
泉
徴
収
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

QA 講
師
給
食
費

＜当事務所の業務内容＞
１．会　　計	 ⑴　会計システムのサポート（システム分析、記帳指導、TKC・JDL他 OA指導）
	 ⑵　財務・金融面の指導（資金繰り指導、金融機関の御紹介等）
２．税　　務	 ⑴　税務代理、税務申告書の作成、税務相談
	 ⑵　タックスプランニング、相続、贈与、事業承継設計
３．FP（ファイナンシャル・プランニング）業務（日本FP協会埼玉支部所属）
４．経営支援� ⑴　会社設立、各種規程（就業規則等）の作成
	 ⑵　管理会計指導（継続MAS）
５．提 携 先　弁護士（峰岸）、司法書士（森崎）、社会保険労務士（戸田）、土地家屋調査士（片岡）、
	 不動産鑑定士（鎌倉・岸田）、不動産会社、建設会社、保険会社は多数あり。

※　資格者	　税理士 5名（顧問含む）、社会保険労務士 1名、行政書士 1名、宅地建物取引士 2名、
税理士科目合格者 5名、不動産コンサルタント 1名、CFP 3 名、AFP 7 名、FP技能士
6名、生保資格者多数、損保資格者 2名、秘書資格者 2名

（
ス
タ
ッ
フ
）

第１監査班
　星野顧問

①財務支援 水落大介
（AFP）

―
　
内田祐輝

　
―
　
溝上加奈

　

②　 〃 　 廣井里美
（AFP）

―
　
鈴木千尋

　
―
　
篠崎理沙
（FP）

―
　
大山美香子
（システムエンジニア）

③　 〃 　 浜崎雄樹
（社会保険労務士）

―
　
辻　　綾
（FP）

―
　
松本由紀

　

第２監査班
柴崎コーチ

①経営支援 中村大祐
（税理士合格者）

―
　
山　大裕
（1級FP・宅建）

―
　
元橋曉潔
（AFP）

―
　

②　 〃 　 木村隆志
（科目合格者）

―
　
山田直緒子
（AFP）

―
　
北村実喜
（科目合格者）

―
　
間口　肇
（MBA・AFP）

第３監査班
　神田顧問

①資産税　 大田　靖
（国税OB）

―
　
平野朋子
（AFP）

②　〃　　 月岡直樹
（税理士）

―
　
石津　悟
（CFP・宅建）


